　　　　　　　　　　　　　　


様式第１号（第６条関係）

令和　　年　　月　　日　

五所川原市長

　　

申請者　町内会名

　　　　代表者住所　　五所川原市

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　

電話番号

　五所川原市地区集会所解体補助金交付申請書

　五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けたいので、

同要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

	解体費用
	金　　　　　　　　　　　　円

	建築物の名称等
	名称　

所在　

構造　

面積　

	申出事項
	解体計画書記載の工事に対する他の制度による助成の有無　  　　　有　・　無
※「有」の場合は、利用制度を記入してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	添付書類
	（１）地区集会所が町内会の管理により維持されていることが客観的にわかる書類

（２）町内会組織の定款等

（３）地区集会所の解体をすることについて、町内会の総会等で議決したことを証する書類及び解体に係る町内会予算に係る書類

（４）工事費見積書（施工業者発行の内訳明細書）の写し

（５）施工予定箇所の現況写真及び物件の全景写真(４方向) ※１

（６）その他市長が必要と認める書類




※１　Ａ４用紙（縦）にデジタルカメラ等で撮影した写真を貼付けるか、または印刷してください。（Ａ４用紙１枚につきＬ判３枚まで）

様式第２号（第７条関係）

五管発第　　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五所川原市長　　　　　　　　　　　　

五所川原市地区集会所解体補助金交付決定通知書

令和　　年　　月　　日付けで申請のあった五所川原市地区集会所解体補助金について、五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱第７条の規定により下記のとおり交付することに決定したので通知します。

記

	交付決定金額
	金　　　　　　　　　　　　円

※解体経費の１／２又は100万円のいずれか少ない額

　1,000円未満切り捨て

	物件の所在地
	所在地　五所川原市

物件名　

	施工業者名
	住　所　五所川原市

名　称　

	交付条件
	（１）この補助金は、助成対象工事の費用以外の使途に使用してはならない。

（２）助成対象工事を中止する場合は、市長の承認を受けること。

（３）助成対象工事が、令和９年２月末日までに完了しない見込みとなった場合は、市長に届け出ること。

（４）この補助金に係る実績報告書を助成対象工事が完了した日から３０日以内且つ、当該工事代金の支払前に提出すること。

（５）施工業者は、第三者に対し、交付対象工事の全部の施工を委託し、又は請け負わせてはならない。
（６）施工業者は、適切かつ適法な工事費用の見積り及び工事を行わなければならない。


　様式第３号（第７条関係）

五管発第　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

五所川原市長

五所川原市地区集会所解体補助金不交付決定通知書

令和　　年　　月　　日付けで申請のあった五所川原市地区集会所解体補助金について、下記の理由により交付しないことを決定したので、五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

記

	物件の所在地
	所在地　五所川原市

物件名　

	　不交付決定理由
	　


様式第４号（第10条関係）
令和　　年　　月　　日　

五所川原市長

報告者　町内会名

代表者住所　五所川原市

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　

電話番号

五所川原市地区集会所解体補助金実績報告書

　　令和　　年　　月　　日付け五管発第　　号で交付決定を受けた五所川原市地区集会所解体補助金について、次のとおり完了したので、五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱第11条の規定により、下記のとおり報告します。

記

	交付決定金額
	金　　　　　　　　　　　　円

	解体経費
	金　　　　　　　　　　　　円

	物件の所在地
	所在地　五所川原市
物件名　

	施工業者名
	住　所　五所川原市
名　称　

	工期
	着　工　　令和　　年　　月　　日
完　了　　令和　　年　　月　　日

	添 付 書 類
	（１）工事代金請求書（施工業者発行の内訳明細書）

の写し

（２）着工前、施工中、工事完了の写真（施工箇所ごとに定点撮影）及び完成後の全景写真（４方向）

（３）その他市長が必要と認める書類


　※　Ａ４用紙（縦）にデジタルカメラ等で撮影した写真を貼付けるか、または印刷してく

　　　ださい。（Ａ４用紙１枚につきＬ判３枚まで）

様式第５号（第11条関係）

五管発第　　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　様

　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五所川原市長　　　　　　　　　　　　

（公　印　省　略）

五所川原市地区集会所解体補助金確定通知書

　　令和　　年　　月　　日付けで報告のあった五所川原市地区集会所解体補助金について、その交付額を確定したので、五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱第11条の規定により、下記のとおり通知します。

記

	交付確定金額
	金　　　　　　　　　　円
※解体経費の１／２又は100万円のいずれか少ない額

　1,000円未満切り捨て

	工事経費総額
	金　　　　　　　　　　円

	物件の所在地
	所在地　五所川原市
物件名　


様式第６号（第12条関係）

令和　　年　　月　　日　

五所川原市長

請求者　町内会名

（委任者）代表者住所　　五所川原市

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号

五所川原市地区集会所解体補助金交付請求書

　　　令和　　年　　月　　日付け五管発第　　号で交付確定を受けた五所川原市地区集会所解体補助金補助金について、五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱第12条の規定により、下記のとおり請求します。

なお、地区集会所解体補助金の受領の権限については下記の施工業者に委任します。

記

	物件の所在地
	所在地　五所川原市
物件名　

	交付請求金額
	金　　　　　　　　　　円


	振　込　先

	施工業者名
（受任者）
	住　　所　五所川原市

名　　称　

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	金融機関名（支店等まで記入）
	　

	預金の種類・口座番号
	
	

	
	普通・当座　　№

	口座名義人
	ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ
	

	
	氏　　名
	


（注）請求者（委任者）の印は、申請団体会長印等の代表者印を押印してください。

　様式第７号（第13条第１項関係）

令和　　年　　月　　日　

五所川原市長

申請者　町内会名

代表者住所　　五所川原市

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　

電話番号

五所川原市地区集会所解体補助金変更（中止）申請書

　　  令和　　年　　月　　日付け五管発第　　　号で交付決定の通知を受けた事業について、下記のとおり変更（中止）したいので、五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱第13条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

記

	物件の所在地
	所在地　五所川原市
物件名　

	変更（中止）の年月日
	令和　　年　　月　　日

	変更交付申請額
	補助決定金額(変更前)
	金　　　　　　　　円

	
	変更申請額（変更後）
	金　　　　　　　　円

	変更後解体経費総額
	金　　　　　　　　　　円

	変更後補助対象経費
	金　　　　　　　　　　円

	変更（中止）の理由・内容
	

	添 付 書 類
	（１）変更後の解体費用見積書（施工業者発行の内訳明細書）

の写し
（２）変更後の施工予定箇所の現況写真及び物件の全景写真 ※

（３）その他市長が特に必要と認める書類


　※　Ａ４用紙（縦）にデジタルカメラ等で撮影した写真を貼付けるか、または印刷してくだ

　　　さい。（Ａ４用紙１枚につきＬ判３枚まで）

様式第８号（第13条第２項関係）

五管発第　　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　様

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五所川原市長　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公　印　省　略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

五所川原市地区集会所解体補助金交付決定変更通知書

令和　　年　　月　　日付けで変更申請のあった五所川原市地区集会所解体補助金について、五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱第13条第２項の規定により下記のとおり交付することに決定したので通知します。

記

	交付決定金額
	金　　　　　　　　　　　　円

	物件の所在地
	所在地　五所川原市
物件名　

	施工業者名
	住　所　五所川原市

名　称　

	交 付 条 件
	（１）この補助金は、助成対象工事の費用以外の使途に使用してはならない。

（２）助成対象工事の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。

（３）助成対象工事を中止する場合は、市長の承認を受けること。

（４）助成対象工事が、令和９年２月末日までに完了しない見込みとなった場合は、市長に届け出ること。

（５）この補助金に係る実績報告書を助成対象工事が完了した日から３０日以内且つ、当該工事代金の支払前に提出すること。


様式第９号（第14条関係）

五管発第　　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　様

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五所川原市長　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公　印　省　略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

五所川原市地区集会所解体補助金交付決定取消通知書

令和　　年　　月　　日付けで変更等申請(中止)のあった五所川原地区集会所解体補助金について、五所川原市地区集会所解体補助金交付要綱第14条の規定により交付決定を取消ししたので通知します。
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